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い ろ ん な 情 報 を お 届 け。
農作業安全講座（大特・けん引）

　  型特殊免許、けん引免許を取得できます。
とき　午前 9 時～午後 4 時
【大特】
　	６月	20日		㈫	～	 6月	23日	㈮
　	 9月	12日		㈫	～	 9月	15日	㈮
　	10月	24日		㈫	～	10月	27日	㈮
　	11月	14日		㈫	～	11月	17日	㈮
　	 1月	　9日		㈫	～	 1月	12日	㈮
【けん引】
　	７月	18日		㈫	～	７月	21日	㈮
　	８月	 1日		㈫	～	８月	 4日	㈮
　	 8月	22日		㈫	～	 8月	25日	㈮
　	10月	 3日		㈫	～	10月	 6日	㈮
　	11月	 7日		㈫	～	11月	10日	㈮
　	 2月	 6日		㈫	～	 2月	 9日	㈮
　	２月	13日		㈫	～	 2月	16日	㈮
※		免許更新年の場合、誕生日から現有免許証の
有効期限の間は受講できません。

とき　熊本県立農業大学校
講座受講料
▷	大 特　3,300円
▷	けん引　3,900円　　※		その他諸経費あり

募集期間　４月10日	㈪	～４月28日	㈮
※	申込者多数の場合は抽選で受講者を決定。

申込・問合せ
問	阿蘇地域振興局	農業普及・振興課　
☎	22-1115

問	農政課　
☎ 22-3274

大

自転車に乗るときは
ヘルメットを着用しましょう

　 路交通法の改正により、4月1日から自転
車利用者の乗車用ヘルメット着用が努力義務と
なりました。おとなも含めたすべての人がヘル
メットを着用するよう努めなければなりません。
ヘルメットを正しく着用することにより頭部損
傷による死者の割合が４分の１に低減するとさ
れています。
　自転車を安全に利用しましょう。

問	防災情報課	防災交通係
☎	22-3232

道

ひもはちゃん
と締めよう

みんなで一緒にかぶろう
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阿蘇広域行政事務組合職員募集

受付期間　4月17日	㈪～5月1日	㈪
受付時間　午前 8時30 分～午後 5時
試験日　　5 月7日	㈰
採用日　　7 月1日	㈯
職種　　　　　	看護師（1 人程度採用）
			昭和 47年 4月2日以降に生まれた人で、看護
師または准看護師の免許を有する人が対象

※		合格者は 5 月下旬に第２次試験（面接試験）
を実施します。

問	阿蘇広域行政事務組合	事務局総務課人事係
☎	24-5111

あん摩マッサージ・はりきゅう等
施設利用券

　 回の施術に対し1,000円の助成が受けられ
る施設利用券を、15歳以上の国民健康保険被
保険者には年間（4月～翌年3月）20枚、後
期高齢者医療被保険者には年間10枚交付しま
す。ほけん課・各支所で申請してください。

申請に必要なもの　保険証
（代理人が申請する場合）

▷ 必要な人の保険証
▷ 代理人の運転免許証など本人確認書類
※  保険料の滞納により交付枚数の制限あり。
※ 施設利用券は本人以外利用できません。
　（家族への譲渡も不可）
※ 紛失した場合は再発行できません。

問	ほけん課 国保・年金係 高齢者支援係　
☎ 22-3145

１

生ごみ処理機などの購入費の
一部を助成します

　 庭から出る生ごみは、約	80％が水分と言わ
れています。
　未来館で処理する可燃性の固形燃料（RDF）
を作るには、ごみを乾燥する必要があり、多く
の燃料を要します。ごみの重量が増えることで、
その処理費用はさらにかさみます。
　市では、電気式の生ごみ処理機や畑などに設
置して使用するコンポスター購入費用を助成し
ていますので、ぜひご活用ください。
※ 予算の範囲内で定数に達した時点で終了

生ごみ処理機（電気式）
  　助成額　購入費用の 1/2 以内
 　（上限 30,000 円）
※  購入した後の申請は助成対象になりません

ので、必ず 購入前に市民課または各支所に
申請してください。見積書、カタログなど
が必要です。 受付開始日は４月 3 日 ㈪です。

生ごみ処理容器（コンポスター）
 　 商品額 5,500 円のうち 3,500 円を助成。
 　 個人負担は 2,000 円となります。
 　（引き渡し時に負担）
※ 市民課・各支所でお渡しします。
　販売開始日は 4 月 3 日㈪です。

問	市民課	生活衛生係　☎	22-3135

家
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条件 軽減率

43 万円（基礎控除額）+10 万円×（給与・年金所得者の数 -1）を超えない世帯 7割

43 万円（基礎控除額）+29 万円×世帯の被保険者数 +10 万円×（給与・年金所得者の数 -1）
を超えない世帯 5 割

43 万円（基礎控除額）+53 万 5 千円×世帯の被保険者数 +10 万円×（給与・年金所得者の数 -1）
を超えない世帯 2割

く ら し の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

後期高齢者医療被保険者の皆さまへ
　 歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入しま
す（75歳の誕生日から自動的に加入）。後期高齢
者医療制度では、１割から３割の自己負担で医療
を受けることができます。

75

保険料年額の算出方法

所得が低い人への軽減

問	ほけん課	高齢者支援係　☎22-3145

後期高齢者医療保険料の納付方法

後期高齢者医療保険料は、特別徴収（年金からの差し引き）または普通徴収（納付書・口座振替）に
より納めることになります。特別徴収で納めている人も、申し出により保険料を口座振替での納付に
変更することができます。

※		均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前の金額です。
　年金所得は15万円を控除した額で判定します。

54,000円

均等割額

＋＝年額 66万円
が上限

保険料年額

10.26％
（所得割率）×総所得金額等－ 43万円

（基礎控除額）

所得割額

　65歳から75歳未満の人で、広域連合から一定
の障がいがあると認定を受けた人も加入すること
ができます（市に申請が必要です）。保険料は熊
本県内均一で被保険者ひとりひとりが納めます。

保険料
均等割額世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合計額

広
告



19 2023.04 広報あそ  2023.04 広報あそ  

く ら し の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

国民年金保険料の学生納付特例制度

※1	障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の要件があります。
※2	保険料を10 年以内に納付（追納）すると年金額に反映されます。

　 生納付特例制度は、在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予（先送り）できる制度です。この制
度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負ったとき
の障害基礎年金の受給資格を確保することできます。

学

老齢基礎年金 障害および遺族基礎年金 ※１

受給資格期間への算入 年金額への反映 受給資格期間への算入

納付 ○ ○ ○
学生納付特例 ○ × ○

未納 × × ×

「納付」、「学生納付特例」、「未納」の違い

※２

必要なもの
▷		在学期間のわかる学生証のコピー（裏面に
有効期限、学年、入学年月日の記載がある
場合は裏面のコピーを含む）または在学証
明証（原本）

▷		失業などの理由により申請を行う場合は、
失業した事実が確認できる書類

　		（	雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者
離職票のコピーなど）

電子申請
（マイナポータル）

申請先　	ほけん課、各支所
　　　　	熊本東年金事務所
※		電子申請も可能です。
　	（マイナンバーカードが	必要）

対象者
　		大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等
専門学校、特別支援学校、専修学校および
各種学校、一部の海外大学の日本分校に在
学する学生などで、本人の前年所得が基準
以下の人

※		学校教育法で規定されている修業年限が 1
年以上の課程の学校に在学している人。

※		承認期間は、4月から翌年３月まで。
　		翌年度以降も学生納付特例を希望する場合
は、翌年度の４月以降に改めて申請が必要。

※			過去２年１カ月分をさかのぼって申請するこ
とができます。

所得の基準
　128万円		+		( 扶養親族の数× 38万円 )		
　　+社会保険料控除など　で計算した額以下 問	ほけん課	国保・年金係　☎	22-3145

　	熊本東年金事務所　☎	096-367-8144
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あそカフェ

　	知症の人や家族、地域住民が気軽に集い相談や
悩みを語り合う憩いの場。

阿蘇保健福祉センター　4月	12日	㈬
波野保健福祉センター　4月14日	㈮
（いずれも午前10時～正午）

問	阿蘇市地域包括支援センター　☎32-5122

認

【民事・家事・刑事など】
とき　4月6日㈭　午後１時～午後4時
【消費問題・不動産・土地・建物など】
とき　4月20日㈭　午前9時30分～正午
ところ　阿蘇保健福祉センター
問	阿蘇市地域包括支援センター　☎32-5122

法律相談 ※ 要予約

　	金請求の手続きや受給している年金などについ
て相談できます。

一の宮保健センター　　4月	17日	㈪・5月1日	㈪
農村環境改善センター　4月10日	㈪・24日	㈪
（いずれも午前10時～午後３時）

問	熊本東年金事務所　☎096-367-2503

年金出張相談

年

※ 要予約

　	常生活の悩み、心配ごとに関する相談。

とき　4月6日	㈭・20日	㈭　午前10時～正午
ところ　阿蘇保健福祉センター
問	阿蘇市地域包括支援センター　☎32-5122

心配ごと相談

日

※ 要予約

　	健師・管理栄養士・臨床心理士などがお子さん
の成長に合わせたアドバイスを行います。

とき　4月7日	㈮・21日	㈮　
　　　　午前9時～午後２時
ところ　一の宮保健センター
問	健康増進課　☎22-5088

子育て相談

保

※ 要予約

　	 料の就労相談所。どなたでも利用できます。

とき　毎週火・木　午前10時～午後５時
ところ　阿蘇地域振興局
問	ジョブカフェ阿蘇ブランチ　☎22-8178

ジョブカフェ阿蘇ブランチ　　

無

※ 要予約

　	 歳以上の求職者と共に、これまでの知識、経

験、資格などを生かせる再就職先を探します。

とき　毎週月・水・金　午前10時～午後 4時
ところ　阿蘇地域振興局
問	阿蘇相談所　☎22-4511

熊本高齢者無料職業紹介所　　

60

※ 要予約
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